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1 はじめに  
日本では、**UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration（国際商事仲裁モ

デル法）**に準拠した仲裁法制が整備されてきたにもかかわらず、実務における仲裁の利用

は依然として限定的であると指摘されている。国内企業の多くは依然として裁判を主要な紛

争解決手段として利用しており、日本は国際仲裁の主要な拠点と比較すると利用実績の面で

大きな差がある。 
しかし国際的に見ると、仲裁はすでに越境的な商取引における主要な紛争解決手段として確

固たる地位を築いている。とりわけアジア地域では、シンガポールや香港を中心に仲裁制度

の整備が進み、国際仲裁の利用は着実に拡大している。日本企業は広範なサプライチェーン

を基盤とする越境的な製造・投資活動を展開しており、アジアを含む多くの地域で事業を

行っている。このような国際的な企業活動の拡大に伴い、環境問題や人権問題などをめぐる

紛争が発生する可能性も高まっている。 
こうした紛争は国境を越える企業活動と密接に結びつくため、国家裁判所ではなく仲裁に

よって解決されるケースが今後さらに増加していくと考えられる。 
 
2 ESG 概念の拡大と法的紛争の増加 
このような状況の中で、近年特に注目を集めているのが**ESG（Environmental, Social and 
Governance）**に関連する紛争である。 
ESG はもともと、企業の持続可能性や社会的責任を評価するための概念として、金融・投

資分野において発展してきた。投資家は環境配慮、社会的責任、企業統治の質などを考慮し

て投資判断を行うようになり、ESG 評価は企業価値の重要な指標の一つとなっている。 
しかし近年では、ESG は単なる投資評価指標にとどまらず、企業の法的義務や契約上の義

務として制度化されつつある。とりわけ欧州連合（EU）を中心として、企業のサプライ

チェーンにおける人権デューデリジェンス、環境リスク管理、気候関連情報開示などを義務

づける規制が急速に整備されている。こうした規制は企業の内部統治だけでなく、国際取引

契約や投資契約の内容にも影響を及ぼしている。 
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その結果、ESG をめぐる問題は単なる企業評価の問題ではなく、具体的な法的紛争として

顕在化するケースが増えており、国際仲裁の分野においても急速に重要性を増している。 
 
3 ESG 紛争の制度的背景 ― 規制の強化と契約化 
ESG 関連紛争が増加している背景には、ESG が倫理的な指針から法的・契約的義務へと変

化しているという構造的な変化がある。 
特に欧州では、企業のサプライチェーンにおける人権侵害や環境破壊を防止するための規制

が急速に整備されている。代表的な例としては以下のような制度が挙げられる。 
 
企業サステナビリティ・デューデリジェンス規則（CSDDD） 
サステナビリティ情報開示規則 
気候関連財務情報開示（TCFD）への対応 
これらの規制の影響により、企業は環境保護、人権尊重、コーポレートガバナンスに関する

義務を契約条項として明確に規定するようになっている。国際取引契約やサプライチェーン

契約においても、ESG条項が組み込まれるケースが増加しており、その履行をめぐる紛争

が仲裁に付託される事例が増えている。 
 
4 ESG 関連仲裁の主な紛争類型 
ESG 関連仲裁の紛争は、大きく三つの類型に分けることができる。 
（1）環境・気候変動をめぐる投資紛争 
第一の類型は、環境政策や気候変動対策に関連する投資紛争である。 
近年、多くの国が脱炭素政策や再生可能エネルギー政策を強化しており、これに伴ってエネ

ルギー開発や資源開発に関する投資案件にも大きな影響が生じている。例えば、鉱山開発や

エネルギー開発の許認可が環境政策の変更によって取り消された場合、外国投資家が投資協

定に基づき国家を仲裁に付託するケースがある。 
 
こうした紛争は、投資家の権利保護と環境政策とのバランスという問題を中心に展開されて

いる。 
 
（2）契約上の ESG 義務をめぐる企業間紛争 
第二の類型は、企業間契約における ESG 義務に関する紛争である。 
ESG条項は現在、多くの国際契約に組み込まれており、特に以下のような契約で重要な役

割を果たしている。 
 
サプライチェーン契約 
M&A 契約 
投資契約 
長期供給契約 
例えば、企業買収契約において対象企業が特定の環境基準や労働基準を満たしていないこと

が判明した場合、買主が契約違反を主張して仲裁を開始する可能性がある。また、サプライ

チェーンにおける人権侵害や環境破壊が契約上の ESG保証条項に違反するかどうかが争わ

れるケースもある。 
ある調査では、企業の約 42％が契約上の ESG 紛争を経験していると報告されており、この

分野の紛争はすでに多くの産業で発生している。 
 
（3）グリーンウォッシングと ESG情報開示紛争 
第三の類型は、グリーンウォッシングや ESG情報開示に関する紛争である。 
企業が自社の環境対応や社会的取り組みを実際以上に持続可能であるかのように表示した場

合、投資家や取引相手がこれを誤表示や詐欺的表示として争う可能性がある。この種の紛争
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は現在のところ訴訟として提起されるケースが多いが、契約関係に基づく紛争であれば仲裁

に付される可能性も高い。 
 
ESG情報開示に関する規制は世界的に強化されており、この分野の紛争は今後さらに増加

すると予想されている。 
 
5 ESG 紛争が仲裁制度に与える影響 
ESG 紛争の増加は、仲裁制度そのものにも影響を与えている。 
仲裁が ESG 紛争のフォーラムとして注目される理由として、以下の特徴が挙げられる。 
 
第一に、非公開性である。 
ESG 問題は社会的関心が高く、公開訴訟では企業のブランドや評判に重大な影響を与える

可能性がある。仲裁は通常非公開で行われるため、企業にとって評判リスクを抑えながら紛

争を解決できるという利点がある。 
 
第二に、国際的執行力である。 
仲裁判断はニューヨーク条約により多くの国で執行可能であり、多国籍企業が関与する

ESG 紛争において大きな意味を持つ。 
 
第三に、手続の柔軟性である。 
ESG 紛争では環境科学、サステナビリティ評価、人権問題など専門的知識が必要となる場

合が多い。仲裁手続では専門家証人や専門仲裁人を柔軟に活用することが可能である。 
 
6 エネルギー転換と ESG 仲裁 
ESG 関連仲裁は、特に**エネルギー転換（energy transition）**と密接に結びついている。 
再生可能エネルギー政策、炭素規制、化石燃料プロジェクトの停止などは、多くの投資紛争

を引き起こしている。エネルギーインフラや建設プロジェクトは国際仲裁における主要な紛

争源であり、ある統計によれば、建設およびエネルギー分野は**ICC 仲裁の新規案件の約

45％**を占めている。 
 
気候変動政策や ESG 規制の強化は、これらの分野における紛争をさらに増加させる要因と

なっている。 
 
7 ESG 仲裁の将来 
現在のところ、ESG 紛争の多くは既存の仲裁制度の枠組みの中で処理されている。しかし

今後は、ESG 紛争に特化した仲裁制度やガイドラインの整備が進む可能性がある。 
仲裁機関や国際機関は以下のような取り組みを検討している。 
 
ESG条項を含む契約モデルの整備 
サステナビリティ関連紛争に対応する手続ルール 
ESG専門家のパネル形成 
サプライチェーン紛争への対応枠組み 
また、企業の人権責任や環境責任に関する国際規範の発展に伴い、仲裁は国家裁判所と並ぶ

重要な紛争解決フォーラムとして機能する可能性が高まっている。 
8 結論 
ESG をめぐる問題は、従来の企業倫理や投資評価の枠組みを超え、法的義務と契約責任を

伴う新しい紛争領域として急速に発展している。とりわけサプライチェーン規制、気候政

策、ESG情報開示の強化は、企業活動と密接に結びつく形で新たな紛争を生み出してい

る。 
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このような紛争は国境を越えて発生するため、国際的な執行力と手続的柔軟性を有する仲裁

が重要な紛争解決手段として位置づけられつつある。ESG 関連仲裁はまだ発展途上の分野

ではあるものの、国際投資、エネルギー転換、サプライチェーン管理など多様な領域と結び

ついており、今後の国際仲裁実務において中心的なテーマの一つとなる可能性が高い。 
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い。 
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